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財務諸表に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
該当事項はない

2.重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　・満期保有目的の債権等

　　　－償却原価法（定額法）　※該当事項はない

　・上記以外の有価証券で時価のあるもの

　　　－決算日の市場価格等に基づく時価法　※該当事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法

　【有形固定資産（リース資産を除く）】　－定額法によっている。

　　残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得

　　価額の10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）まで償却

　　している。

　　平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当

　　該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却している。

　【無形固定資産（リース資産を除く）】　－定額法によっている。

　　残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

　【リース資産】

　・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

　　　引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

　・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　【退職給付引当金】

　　　当法人は、期末在籍者に係る熊本県退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産に

　　　計上するのと同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

　【賞与引当金】

　　　当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、

　　　当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

【徴収不能引当金】

　　　未収債権のうち徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、計上している。

　　　本年度該当はない。

(4)消費税処理方法

　　　消費税等については税込方式を採用している。なお、簡易課税制度を選択適用している。

3.重要な会計方針の変更
【新たな会計基準の採用】

　従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるもので

あったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）が示された

ことに伴い、今年度より新会計基準に移行している。

　当該変更により、事業活動計算書、拠点別事業活動計算書の前年度決算欄には金額を記載して

おらず、貸借対照表、拠点別貸借対照表の前年度末欄に記載されている金額は、新会計基準に

平成26年4月1日付で移行した結果の金額を記載している。

　なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響は以下

の通りである。
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（１）前期繰越活動増減差額への影響

　　　１．移行調整前の前期繰越活動増減差額　　　　337,094,875円

　　　２．移行による前期繰越活動増減差額の調整額

　　　　　①国庫補助金等特別積立金取崩額の

　　　　　　 計算方法変更による修正　　　　　　　△33,568,197円

　　　　差引合計　前期繰越活動増減差額の調整額　△33,568,197円

　　　３．移行調整後の前期繰越活動増減差額　　 　303,526,678円

（２）前期末支払資金残高への影響

　　　１．移行調整前の前期末支払資金残高　　　　　545,460,253円

　　　２．移行による前期末支払資金残高の調整額

　　　　　①長期前払費用並びに前払費用（非資金）

　　　　　　への振替による修正　　　　　　　　　　△1,621,112円

　　　　差引合計　前期末支払資金残高の調整額　　△1,621,112円

　　　３．移行調整後の前期末支払資金残高　　　 　543,839,141円

4.採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人熊本県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

併せて、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度にも加入しているが、

パウラスホーム拠点区分に関しては、平成18年3月31日までの採用の職員は独立行政法人

福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入し、平成18年4月1日以降の採用の職員は

NDIサポートBOXが代表事業主を務める株式会社あいおい確定拠出年金制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等とサービス区分
当法人が作成する財務諸表等は以下の通りになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

　　当法人では社会福祉事業のみの実施のため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

　　　②慈愛園子供ホーム拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　児童養護施設 慈愛園子供ホーム

　　　　　ｲ　子育て短期支援事業 慈愛園子供ホーム

　　　③慈愛園乳児ホーム拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　乳児院 慈愛園乳児ホーム

　　　　　ｲ　子育て短期支援事業 慈愛園乳児ホーム

　　　　　ｳ　病児保育事業 慈愛園乳児ホーム

　　　④慈愛園老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　養護老人ホーム 慈愛園老人ホーム

　　　　　ｲ　訪問介護事業所 慈愛園老人ホーム訪問介護事業所

　　　⑤慈愛園ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　軽費老人ホーム（ケアハウス） 慈愛園ケアハウス

　　　⑥パウラスホーム拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　介護老人福祉施設 パウラスホーム

　　　　　ｲ　通所介護事業所 慈愛園デイサービスセンター

　　　　　ｳ　在宅介護支援センター 慈愛園パウラスホーム

　　　　　ｴ　訪問介護事業所 慈愛園パウラスホーム訪問介護事業所

　　　　　ｵ　短期入所生活介護事業所 慈愛園パウラスホーム短期入所生活介護事業所

　　　　　ｶ　居宅介護支援事業所 慈愛園パウラスホーム居宅介護支援事業所

　　　⑦熊本ライトハウス拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　障害児入所施設　熊本ライトハウス

　　　　　ｲ　短期入所事業 熊本ライトハウス
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　　　⑧熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　障害者支援施設（施設入所支援） 熊本ライトハウスのぞみホーム

　　　　　ｲ　障害者支援施設（生活介護） 熊本ライトハウスのぞみホーム

　　　　　ｳ　短期入所事業 熊本ライトハウスのぞみホーム

　　　⑨シオン園拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　児童養護施設 シオン園

　　　　　ｲ　子育て短期支援事業 シオン園

　　　　　ｳ　放課後児童健全育成事業 荒尾中央学童クラブ

　　　　　ｴ　児童家庭支援センター キッズ・ケア・センター

　　　⑩シオン園保育所拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　保育所 シオン園保育所

　　　⑪愛光幼児園拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　保育所 愛光幼児園

　　　⑫ひかり幼児園拠点区分（社会福祉事業）

　　　　　ｱ　保育所 ひかり幼児園

当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高基本財産の種類

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

6.基本財産の増減の内容及び金額

土地 131,644,578 25,730,367 157,374,945

建物 2,145,449,590 22,299,889 105,842,832 2,061,906,647

　 合 計 　 2,277,094,168 48,030,256 105,842,832 2,219,281,592

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特
別積立金の取崩し
該当事項はない

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 126,027,604 円

建物 1,779,898,808 円

（登録有形文化財のためﾊﾟｳﾗｽ記念館の1円除く） 円

計 1,905,926,412 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 110,400,000 円

　　※老人ホーム拠点区分借入金 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 30,000,000 円

　　※パウラスホーム拠点区分借入金 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 38,390,000 円

　　※シオン園拠点区分借入金 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 73,000,000 円

　　※シオン園保育所拠点区分借入金 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 58,300,000 円

　　※愛光幼児園拠点区分借入金 円

計 310,090,000 円
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固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

当期末残高減価償却累計額取得価額

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建物（基本財産） 3,378,897,691 1,316,991,044 2,061,906,647

建物 3,727,500 2,167,168 1,560,332

構築物 56,709,214 31,067,579 25,641,635

機械及び装置 15,825,669 4,310,825 11,514,844

車輛運搬具 44,456,714 39,699,694 4,757,020

器具及び備品 330,869,745 281,430,121 49,439,624

　 合 計 　 3,830,486,533 1,675,666,431 2,154,820,102

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

債 権 額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

　 合 計 　

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

　 合 計 　

14.重要な後発事象
平成27年4月より生計困難者相談事業を開始するのに伴い、パウラスホーム拠点区分に

「生計困難者に対する相談支援事業　慈愛園パウラスホーム」のサービス区分を追加する。

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（１）前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら

れたものの内訳は以下の通りである。

①支払資金の範囲に含まれる前払費用

　　当年度末2,624,099円　前年度末　2,308,898円

②長期前払費用からの振替額

　　当年度末　915,987円　前年度末　1,621,112円

③前払費用計上額（①＋②）

　　当年度末　3,540,086円　前年度末　3,930,010円


